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第２回 十和田市病院事業経営評価委員会 （会議録） 

 

 

■ 日 時 ： 平成２３年２月４日（金）午前１０時０３分～午前１１時５８分 

■ 場 所 ： 十和田市立中央病院 別館２階 講堂 

■ 出席者（委員） ： 栗谷義樹、吉田茂昭、三浦康久、小久保純一 （４人） 

■ その他出席者 ： 小山田市長 

評価委員会事務局 ： 山本総務部長、北舘総務課長 

（行政文書係） 沖澤課長補佐、秋元主査、玉木主事（５人） 

病院事務局 ： 蘆野病院事業管理者、三澤事務局長、山辺業務課長、斗賀医事課長 

（経営企画室）中野次長、成田主査、山崎主査  （施設管理係）小笠原補佐 

（庶務係）佐々木補佐、櫻田主任主査  （用度係）久米補佐  （医事係）福沢補佐    

メンタルヘルス科谷地森科長  小又看護局長  小笠原薬局長（１５人） 

 

 

《次 第》 

１． 開会 

２． 議事 

 ⑴ 前回求められた資料等の検討について 

  ① 患者数及び医業収益の動向（H21.4～H22.12） 

  ② 実入院患者数、平均在院日数、病床回転率、新患数、手術件数及び検査件数 

    （過去５年分） 

  ③ 実入院患者数、平均在院日数、外来新患数、手術件数及び検査件数 

    （H21.4～H22.12 の月別・入院外来別） 

  ④ 診療科別収入及び患者の動向（H22.12） 

  ⑤ ＣａｓｈＦｌｏｗ収支について（H22.4～11） 

  ⑥ 平成 22 年度十和田市病院事業決算見込み（H22.12 時点） 

  ⑦ 病院事業資金収支の状況（H20.4～H22.12） 

  ⑧ 薬品のジェネリック化の推進（H18.8～H22.11） 

  ⑨ 委託料の見直し（H17～H21） 

  ⑩ 病院職員に係る退職手当負担金について（H18～H22） 

  ⑪ 精神神経科の見直しについて 

 ⑵ 病院事業健全化計画の方向性について 

 ⑶ その他 

３． 閉会 
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開会（１０：０３） 

それでは、ただ今から第２回十和田市病院事業経営評価委員会を開催

いたします。 

始めに、事務局から皆様に配布しました資料等についての確認をお願い

します。 

それでは、本日、配布しております資料の確認をお願いします。まず、事

前に配布しました第２回十和田市病院事業経営評価委員会資料として全

部で１５ページありますが、これは前回の会議において求められた資料等を

まとめたものです。また、十和田市病院事業に係る個別外部監査結果報告

書として全部で５７ページものの参考資料の２種類をお渡ししております。ま

た、病院事業健全化計画の方向性についての資料は、本日まで間に合い

ませんでしたので、この場において口頭でご説明いたしますことをご了承い

ただきたいと思います。以上です。 

それでは、議事に入ります。まず始めに、前回の評価委員会で求められ

た資料等について検討に入りたいと思います。病院事務局から提出資料に

基づいて説明をいただきますが、資料が多いので、項目別に、大雑把に３

つくらいに分けて、ご説明いただきます。一つは患者動態、診療科別の収

入、キャッシュフロー計算書について、事業決算見込みについて、そして資

金収支の状況についてという経営面からの資料が一つ。もう一つは主に業

務に係るもので薬品のジェネリック化の推進、委託料の見直し等でありま

す。最後に精神神経科の見直しについてという項目で、これは別のカテゴリ

ーに分類されるかと思います。まず最初に①から③の資料のご説明をいた

だいて、その後に委員の方々からご意見を伺えればと思います。それで

は、どうぞよろしくお願いいたします。 

業務課長の山辺と申します。よろしくお願いいたします。私から資料の説

明をさせていただきますが、限られた時間ですので、勝手ながら委員の皆

様には一読されてきていると思いますので、説明につきましては要点のみ

の説明とさせていただきますことをお許しいただきたいと思います。 

それでは２ページ目をお開きください。平成２１年度と２２年度の１２月まで

の患者数及び医業収益の動向を比較したものでございます。一番上の表

でございますが入院の延べ患者数の推移を表したものでございます。１２月

までは６，９２６人の増で１日平均にしますと２５．２人の増でございます。上

から２つ目の表につきましては外来延べ患者数の推移を表したものでござ

いますが、１２月までは５，３５０人の増で１日平均にしますと２５．７人の増で



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ございます。次の表でございますが入院収益の推移を表したものでござい

ます。１２月までは４億２４５万１，０００円の増で１か月平均にしますと４，４７０

万円の収支改善が見てとれます。一番下の表は外来収益の推移を表した

ものでございます。１２月までは１億５，７０８万５，０００円の増で１か月平均

にしますと１，７５０万円の収支改善が見てとれます。このことから１２月まで

の対前年度比較で５億６，０００万円弱の収支改善が図られていることになり

ます。 

３ページをご覧ください。前回の委員会において各委員の皆様からの資

料提供を求められましたものをまとめたものでございます。平成１７年度から

平成２２年度までを表示しましたが、平成２２年度は１２月末時点のデータで

あることをご了解いただきたいと思います。 

まず、実入院患者数につきましては、平成２０年度病院移転によりまして

患者制限したために落ち込みはしましたが、２１、２２年度は６，０００人前後

で推移しております。 

在院日数につきましては、一般病床全科とも短縮傾向になっており平成

２２年度は１２月末現在、一般で平均１４．４日となってございます。 

病床回転率それから病床利用率につきましては、一般病床全科とも増加

傾向になってございます。ここで訂正をお願いしたいのですが、病床回転

率につきましては算式でいきますと年間日数を年間在院日数で除すことと

なっていますが、年間１ベッド当たり何回転したかということでございますの

でグラフでは右上の表の中にパーセントと書いてありますが、回転数ですの

で数ということでご訂正願います。病床利用率は平成２２年１２月末現在で

は一般で平均７５．６パーセントとなってございます。新患者数につきまして

は、国の施策により当院も入院患者にシフトしているため減少傾向になって

ございます。収支決算につきましては増加傾向にありましたが、今年度は減

少してございます。検査件数につきましては平成２０年度病院移転により患

者制限したため、落ち込みはしてございますが全般的に増加傾向に推移し

てございます。中段からは保険診療に係る一般病床での入院・外来別の収

益と診療単価の推移を記してございます。まず入院では収益・単価とも増加

傾向で推移してございます。外来では単価は増加傾向でございますが、患

者数の減により収益では１４億円から１５億円の範囲で推移してございま

す。 

４ページ目をご覧ください。３ページ上段で説明いたしました実入院患者

数、平均在院日数、新患者数、手術件数を月別に対前年度比較した表と
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内視鏡と超音波検査数を月別に対前年度比較した表を掲載いたしました。

後でご参照していただければと思います。 

５ページ目につきましては、平成２２年１２月における診療科別収入及び

患者動向を対前年度月と比較した一覧でございます。１２月分だけの比較

でございますけれども、入院では表の中段でございますが、収入で１５パー

セントの増、患者数でも５パーセントの増となってございます。外来では表下

段の下から２行目でございますが、患者数は７．８パーセントの減となってい

るものの収入では１０パーセントの増となってございます。入院・外来を合わ

せますと、患者数は３パーセントの減となっておるものの、収入では１３．９パ

ーセントの増となってございます。ここまででよろしいでしょうか。 

それでは５ページまでご説明いただいたのですが、ここまでのところで委

員の皆様からご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。 

すいません。確認なんですが、昨年に比べて色々なデータが延びている

訳なんですが、ただ１０月のみガクッと下がっていると、この落ち込みは収益

にもかなり大きいのではないかと思うのですが、この辺の事情についてどう

分析し、どのような手立てを講じているのか教えていただきたいと思います。

１０月が落ち込んでいる理由について、色々調査してもはっきりした原因

は分かっていません。ただ、全国的には、青森県は結構下がって、山形県

はちょっと上がるという、ちょっとその辺は地域性があるのかなと、今年は結

構暑かったので農作業とかが少し延びたのかなと思いますが、はっきりした

原因は分析させたのですが分からなかったということです。 

外来は変わらない。入院患者が落ち込んでいるということですね。これま

で入院の必要のない患者さんが多かったということもあるかもしれませんが、

ご説明いただいた中で手術件数が下がったというところで、何とおっしゃっ

たのでしょうか。平成２２年度に手術件数が、このままだと１，２００件くらいに

なりそうですが、どうしてこんなに少ないのでしょうか。 

平成２２年度が、まだ少し残っているのですが、手術件数が推計値でも昨

年度よりも下回るであろうということについて何か理由が分析されているかと

いうことです。 

おそらく大きく増える要因がなかったということだろうと思うのですが、要す

るに手術を希望する患者さんを増やせる要因がないと中々無理だということ

で、単純にいくら原因を探ってもはっきり理由が分からない。先ほどちょっと

一つだけ、一つあるのは総合診療が１０月にかなり落ちているというのは、９

月の時点で一人、医師が退職しているというのがかなり大きかったとは思い
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ますが、ただ全体的には下がっていますので、それも含めて他にはっきりし

た理由は分からないということです。 

今、手術のお話がでましたので、そこから聞きたいのは手術件数の増と

いうのはいろんな要素があるのでしょうけれど、例えば手術室の使用状況、

手術の台数といいますか、その辺のところと、どのように使われているのか

午前、午後で各診療科によって割り当てがあると思いますが、それから手術

件数に不可欠な麻酔医ですが、例えば麻酔医が一人減ったとかという状況

もあるのか、また、手術を受けたい患者の待機数ですね、それがどれくらい

現在各科あるのか、もし数字をお持ちであれば教えていただきたいと思いま

す。 

それから今④までご説明がありましたけれども、これは全体的に言えるこ

となのですが、お話があった限りでは、なぜ入院の収益が増えたのかとかそ

の原因と分析、そういうご説明が足りないのではないのかなと。分析すること

で今後の実績向上に大きく左右される訳ですので、その辺をこれから事務

局が指摘し、分析される必要があるのではないかと思います。これはもちろ

ん事務局だけではできないこともあるかと思いますので医療スタッフともど

も、協力してやる必要があると思います。 

それから例えば①の患者数が今時点でこうなっています、在院日数がこ

うなっていますというような説明は、数字としてはそうでしょうけれど、これが

果たしていい数字なのか、平均的な数字なのかというのは、この資料だけで

は分かりませんね。他の県内、県外の類似病院との比較とかですね、全国

の平均とか県内の平均とかというものが分からないと、この数字が例えば在

院日数が１４．４日ですか、私の感覚では県内１０市の市立病院と比べると

悪い方ではないという気がしますが、ただ資料として出されていないもので

すから、確証めいたことは言えない気がします。やはり、分析に当たっては、

自分の病院はこうだけれども他の類似病院ではこうだと、もちろん病院の診

療科の持っている病床数によって在院日数とか診療単価が変わってくると

は思いますが、今後の病院の経営分析に当たって、是非その辺のところを

お考えいただけたらと思います。 

病院側で何かお考えはありますか。 

最後に関しては、今、ＤＰＣとベンチマークの比較検討がこれからなされ

る形で、約半年でやっていく予定です。これはある会社と契約してベンチマ

ークを引っ張っていく。全体的には在院日数はおそらく長めだと思います。

これに対して今、短くするために急性病床をうまく使いながら患者を確保し
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ながら在院日数を短くしていくような形で、取り組みが１２月から始まって、そ

れから全体的にやはり収入が上がっているのは、単価が上がっているところ

が大きいのではないかと思います。１１月くらいまでは非常に単価が上がっ

て、１２月、１月は患者数も結構増えております。今日は、２８６名の一般病

床の入院がありまして、この２月は２８０名という数字を保っておりますが、こ

の場合、亜急性病床をちょっと入れながら、あと救急をどんどん入れながら

頑張って収入を上げています。単価のアップは医師も含めて今検討がなさ

れておりますので、その辺りが単価に影響しているものと思います。今後も

その辺りの検討を十分にやれば、さらに診療単価は上がっていくものと考え

ております。 

診療単価は、昔から東低西高と言われまして、東日本の病院は総じて単

価が低いと、西日本の大阪とか兵庫とかは単価が高いと言われていまして、

その原因が何か分析がつかないでいるのですが、冗談に医者を全部取り

変えたら単価が上がるじゃないかなと言ったこともあったのですが、その診

療単価は資料でいいますと１２月分の一月分しか出ていません。この単価

が果たして今までどうだったのか、これからどうなるのかというところに非常に

興味がありますが、増収がかなりの額になっておりますが、増収したから非

常に結構だという話にはならないと思うんですね。増収はそれでいいのです

が、それに対するコストがかなり医療材料、薬品などがかかっていると思い

ますので、収支で考えた場合、果たして増収分、収入が増えた分、純増収

ですね、それがどれくらいになるのかというところを見ていかないとだめなの

かなと思っています。 

先ほど、三浦先生が質問された手術の待機患者数はゼロですか。 

そんなにいないと思います。 

それなら仕方がない。それにしても年間収益の中で一番大きいのは手術

なので、手術患者が減るというのは経営的に非常にきついことになります

ね。もし待機患者がいるような状況があれば、手術室関連の改善とかが必

要になるのかなと思ったのですが。 

実際の件数は、ちょっと減っているのですが、結構大きな手術が増えて

いるために手術料は上がっているということも事実としてあるのですが、やっ

ぱり今後がんを含めた手術を何とか増やしていくことで拠点病院に指定さ

れるようにしていくために、色んな宣伝を積極的にやっていかなければいけ

ないと思っております。 

先ほどの三浦先生のご質問にもあったので、今、私の手元にありますの



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗谷委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

栗谷委員長 

 

 

事業管理者 

 

栗谷委員長 

事業管理者 

栗谷委員長 

事業管理者 

栗谷委員長 

 

 

 

 

 

は市町村立病院経営便覧ですね、県が発行しているこれによりますと、先

ほどの平均入院在院日数は一般ですけれど、平成２０年度、３００～３９９床

の黒字病院の平均が１６．９という形になっております。それから入院の単価

につきましては、同じく黒字病院、平成２０年度４０，７２５円、外来が１万２，

５１３円ということですので、そのデータからいくと入院の単価については、そ

れをクリアしている。ただ、外来の単価については、それより下だというのが

一つの基準になるのかなと思うのですが。 

入院単価については、今年度かなり大きく変わりましたので、その前のと

少し比較しにくくなっている。それから心臓外科とか、高い診療報酬が出る

診療科はありません。ただ、診療報酬改訂のアップ分からいうともうちょっと

上がってもいいのかなという気はします。それから外来新患数は前年並み

であるけれど、実入院患者数が増えていて、平均在院日数は下がっていま

すので、業務構造は緩やかに転換されつつあるという感じはあります。病院

スタッフの一般急性期病院としての業務努力が一生懸命やられているんだ

ろうと、判断いたしました。あとそれに収入の結びつく形の業務構造の転

換、主にワークフローになると思うんですが、それを推し進めていただけれ

ばと思います。 

質問ですが、ここは高齢化率というのはどれくらいなんですか。 

２４パーセントくらいです。 

医師の１週間の平均の時間外はどれくらいでしょうか。前回で資料として

は請求しなかったのですが、要するに業務が滞っていないのかどうかに関

連するので時間外を知りたいのですが。すぐ出なければ次回で結構です。 

管理職が結構多いので、時間外として数字が出てくるのはそれ以外の、

例えば４月、５月、６月で医師がそれぞれ４００時間。 

それは、単位は下の 

まとめた、時間外として提出したものが４月、５月、６月のデータなので 

一人当たりの一月の平均時間外数が分かればよろしいです。 

まとめたものしかないのですが、細かい数字は出せると思います。 

看護師さんの夜勤回数や年休は普通に消化できているのですか。すぐ

に分からなければよろしいです。次に教えていただければと思います。 

医師にできるだけ沢山の業務量をこなしてもらう仕組みを病院の中でどう

やって作ればということだと思うんですね。そのためには、今まで固定的に

考えてきた仕事の分担とかフローをきちんと見直さないと医師はどんどん溜

まっている仕事の前で圧倒されて、今でいう荷重労働立ち去り型というもの
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になってしまいますので、このところがうまくいけば医師の労働生産性が随

分上がるはずです。 

それから、もう一つ、紹介率はどのくらいですか。 

先月は７０パーセント、逆紹介率は３６パーセント。その前が６４パーセント

です。 

逆紹介率は、もうちょっと頑張れば地域支援病院取れるんですね。 

もう、それで取れるんです。去年から６０パーセント、３０パーセントを取っ

ているんですが、県の方が特別の要件を二つ、一つは産科をやっていない

ということ、二つ目はＩＣＵがないということ。この二つで認可できないというこ

とでした。これはおそらく都道府県によってかなり要件が違うので、ほかの所

ではそれなしでも前は福島で取っていたんですが、どうもそこをかなり強く言

われておりますので、そこが予測と違ったところです。 

要件は確か県の医療審議会で認めるかどうか決めるんですよね。きちん

と働きかければ。結構なものになりますから。 

県ということではなく、産科医の要件は十和田市立中央病院のことだけで

はないですからね、そこはやはり理解してもらえるのではないでしょうか。た

だ、十和田市立中央病院クラスの病院がＩＣＵをもっていないというのは

中々大変な話ではないのかなと思います。病院の構造上これからＩＣＵを新

たに作るというのは難しいことなのでしょうか。 

運用の仕方で少し可能ではないかということを考えておりまして、４月から

また新しく始まりますので、そういう意味ではリカバリー床というところの運用

を以前に戻してＩＣＵ的に使わなければいけないだろうと、ただ一番の大き

い要件は医者が必ずそこにいなければならない。それをどういうふうにうまく

要件を満たすかが大きな課題です。それからやはり県から折衝して交渉し

てきたんですが、中々その二つが認めてくれないということと委員会を開い

ていただいて、その辺はうまく認可していただければというふうに希望はして

おり、決して諦めてはいません。 

各必要とする診療科でＩＣＵがあればよかったのにという医療状況はない

のですか。現場の先生方からそういう声が強いとか、ＩＣＵがあったらもう少し

どうにかなったとかという内々の先生に対する要望というのは出てこないもの

ですか。 

実は元々オープンした時に、リカバリー床８床、ＩＣＵと同じような使い方が

できる病床があって、それをＩＣＵと同じような形で運用しましたが、全体的に

入院患者が少なくて、いつもそこにいるのが２、３人くらいしかいないという



- 9 - 

 

 

 

 

 

 

三浦委員 

 

 

 

 

栗谷委員長 

 

 

 

吉田委員 

 

 

 

 

 

栗谷委員長 

 

 

病院業務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況だったので、また看護師の数も少ないので、３西病棟の回復室の形で

使っています。しかし、今は病床が段々埋まってきましたので、そういった意

味では重症者をそこに集めていくということも４月から考えていかなければ

いけない。できれば、そこでうまくＩＣＵとしての加算が取れるような方策はな

いだろうかということを先週あたりから考え始めていたところです。 

実質ＩＣＵ的な機能を用いているというのであれば、その辺を県なり審議

会に強く訴えたらいいと思うのですが、ただＩＣＵを作ることによって医師もそ

うですが看護単位が必要になるということで、これがまた痛し痒しと言うところ

も、人件費とＩＣＵが伴う収入ですね、そのバランスがどうなるかという試算も

是非やっておく必要があるかもしれませんね。 

ＩＣＵは稼働率が悪いと、当初コストの方でもっていかれるので、かえって

足を引っ張ることになってしまいます。ただ、地域支援病院の取得の項目に

あるものだから、ちょっときめ細かい戦略を立ててから、ただ思いつきでやる

と失敗してしまうと思います。 

おっしゃるとおりだと思います。私の個人的な意見としては、「ＩＣＵに準ず

る施設であればいい」ということでもいいのではないかと思っています。手術

件数がこれくらいで、ＩＣＵを８床とかでやると絶対苦しくなるというのは見え

ていますし、厳格に適応した場合、県内でも対応できる施設は極めて限ら

れてしまうと思います。ですから、「ＩＣＵに準ずる施設であればいい」という

理解をしてもらうように審議会の方に働きかけることも一法だと思います。 

時間の関係がありますので、資料の説明に対するご意見はここで一旦閉

めます。今まで④までの説明を終えましたので、次にキャッシュフロー以下、

事業資金収支の状況まで⑤から⑦までのご説明をお願いします。 

それでは引き続き⑤から⑦までの説明をいたします。 

６ページでございますけれども、第１回評価委員会でも申し上げましたが

今年度から採算性を分析するために損益分岐点分析を入れております。今

年度１１月までのキャッシュフローについての結果を記しておりますが、１１

月末現在の合計で医業収益のみの合計で捉えた場合、１億６，０００万円強

の赤字となっております。右のグラフにつきましては、損益分岐点の図表と

各科月のキャッシュフローをグラフで表したものでありますので、ご参照いた

だければと思います。 

７ページにつきましては、ページの左側の入院外来合計のキャッシュフロ

ーにおける収支を分かりやすく棒グラフ化したものでありますので、こちらも

ご参照いただければと思います。 
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８ページにつきましても同じく部門別、科別にグラフ化したものであります

ので、ご参照いただければと思います。 

９ページでございます。平成２２年度の決算見込みの表でございます。平

成２１年度決算につきましては８億２，６００万円強の資金不足が生じており

まして、平成２１年度末で１５億４，７２４万６，０００円強の不良債務が発生し

ております。平成２２年度決算見込みにつきましては、前回の評価委員会で

お示ししました入院２５０人の予定の中での決算見込みで、１億３，２００万円

弱の黒字見込みということでご報告申し上げておりましたけれども、現在２４

５人平均で推移していること、土地の売却が見込めなかったこと、それからリ

ハビリの診療報酬の返還金が発生したこと等で、このままの状況でいきます

と昨年度より市からの繰入金が２億９，０００万円弱増額しておりますけれど

も最終的に３７７万円の黒字見込みの表となっております。 

１０ページをお開きください。平成２０年度からの病院事業の資金収支状

況でございます。平成２２年１２月末現在、表の一番右下になりますけれども

１２月末現在では一時借入金の残高１６億６，０００万円となっております。以

上でございます。 

ここまでの資料のところで、ご質問、ご意見をお願いいたします。 

キャッシュフローについて、前の委員会の議事録を読ませていただきまし

たが、資料を見ましたら私のイメージしていたキャッシュフローの資料とはだ

いぶ違うので、戸惑っています。こういうキャッシュフローの見方もあるのでし

ょうが、例えば月々の収支が日計表みたいなもので毎日、医業収益があっ

て、医業費用があるということですが、例えば毎月大口の収入が入ってくる

日がありますよね。歳入の方は支払基金とか国保連とか、支出が人件費と

かが毎月あると思うのですが、それらの対比と給料日と支払基金から入って

くる日が１日、２日ずれると資金不足になりますから一時借入金が必要にな

ると、そういう状況がおそらくキャッシュフローの一番の見どころかなと思いま

す。これがやはり病院のやりくりの切ないところだと思うのです。一借りの貸

し借りがこの表では分かりますが、これがこまめに計上されていて借りている

利息をなるべく少なくするのも努力の一つですから。そういう実態というのが

日々の日計表であり、例えば６月とか１２月とかのボーナス月とかを例に出し

てお見せしてもらえれば、次回以降にですね、病院の事務局の経理の努力

の中身ということになります。 

それから一般会計からの繰入金ですが、これが４月１日にすべて予算化

されたものが入っているのか、あるいは企業債の償還とか利息とかですね
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決められた日に支払いますが、その日に一般会計から入っているのか、い

つか教えていただければと思っています。 

それでは、月別の収支ということが一つと繰入れがどのような状況で入っ

ているのかということですけども、市からの繰り入れは４月、５月の２か月で平

成２２年度におきましては１７億円入れていただいております。それから月々

の収支の状況ですけどもキャッシュフローといいますか、収益と費用というこ

とからいきますと、やはり６月のボーナスの時期は２億６，０００万円くらいの

赤でございます。あと９月は企業債の返還等もありまして収支では赤というこ

とであります。企業債の償還の部分と１２月についてもボーナスということで

赤ということでございますが、他の月、４、５月ですね繰入れが入っていると

いうことでプラスなんですけれども、通常の月につきましては１，０００万円か

ら５，０００万円の間でプラスで推移しております。 

９月が実際の元金で赤になるとおっしゃいましたが、その分は４月、５月で

入っている訳ですよね。ですから、その月でいうと本来、赤になるのはおか

しいですよね。ただ、一般会計のご理解があって、４月、５月に全額繰入れ

してくれるということは、病院はその分受取利息がちょっと膨らんでいるという

細かい話にもなるわけです。年間でどのようになるかということですけれど

も、普段の月は黒字になるとおっしゃっていましたが、借入金はないというこ

とですか。日々の、月の内で何回か借りたり返したりしているという一時借入

金はある訳ですね。 

今、話をしましたのは、当然、未収金云々というのを除いた収入ですよ

ね。これから経費ということで、現金ベースということではなくて、借入につい

ては先ほどの中での借り入れは当然１７億円というのが実際入ってきていま

すが、金額につきましては前年度１５億円とか２２億３，０００万円とか最終的

な年度末の借り入れがありますので、それに入ってきたのは、直ぐに出てい

くという感じでございますので、今はやはり借り入れを中心になっているとい

うことでございます。 

資金繰りの日計表は付けているんですか。窓口と支払基金。病院やって

ると皆思うことなんですが、企業債償還の９月とボーナス月のために毎日働

いているようなものなので、その間にいくら利益を上げれば収支バランスが

とれるのかを見ながらいつも平準月の目安をイメージしています。想定され

るボーナス月と企業債の償還月の支出をカバーするためには平準月にど

のくらい利益を上げればよろしいのですか。４，０００～５，０００万円程度で

間に合うのかどうか。 
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大体、５，０００～６，０００万円くらいと考えています。１月は６，０００万円く

らい、去年に比べて、いいとことんとんかなと。やっぱり月に５，０００～６，００

０万円くらいは稼がないといけないと思っています。 

まあ６，０００万円くらいですね。内部留保が少しでもいいから貯まるよう

に。他にご意見ございませんか。 

今、ご質問があったのですが、キャッシュフローではなくプライマリーバラ

ンスを見ているのですよね。日付がないので、実際のフローは見えてない訳

ですから。ところで、この外来の医療費用が収入に比べてすごく高く見えて

いるのですが、これはどういうことを指しているのでしょうか。一つ考えられる

のは、データ上よく起るのですが、入院の方から外来検査部門にオーダー

が出たときに、その検査の収入を入院に付けるということをやると、外来の収

入が見かけ上落ちてしまうことがあります。そういう計算の仕方をしているの

ですか。つまり、発生源で収入を認定しているからなのか、そうでないなら、

この外来の費用というのは何を意味しているのでしょうか。検査部門のコスト

だけ計算して収入を病棟に付けているということではないのですか。 

それはないと思います。 

要するに発生源で区別しているのではなくて、実際にやった所でもって

仕分けしているということでしょうか。 

実際にやった所に仕分けしています。入院の方は、例えば外来で検査し

ても入院の方に入ってしまう。 

入院患者が外来で検査を受けますね。それは入院の収入になっていると

いうことですよね。外来を担当した先生がオーダーを出したものだけが外来

に入るということですよね。 

外来収入として診療報酬が入ってくるのに対し、支出の項目として人件

費と掃除費と医事業務の委託費があります。結構面積が広いので清掃費の

割合が大きい。 

ですから、そういう費用がかかってきているから、例えば、外来で入院患

者の内視鏡検査をやっていても病棟からオーダーが入った場合は、入院の

点数に入ってしまう。ＤＰＣだと収入にもならない。そういう意味で、見た目以

上に外来の所の収支が悪そうに見えるのですね。 

固定費の方は、まだ検証していないデータなので、固定費が非常に大き

い。この固定費の出し方がこれでいいのかどうかというのも、まだ検証してい

ないのですが、固定費が大きいので全体的にマイナスになっているというこ

とです。 
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薬剤の方はどうです。支出は増えていませんか。 

薬剤の支出は、増えています。これは主に抗がん剤と医療用麻薬です。

特に一番高い抗がん剤がどんどん増えている。これは収入にはあまり結び

つかないんです。 

７ページの資料を見たときに、どう判断すればいいのか困ったんです。原

価計算をどう判断すればいいのか分からないし、これは全部連動したもの

です。ＤＰＣなので、外来でやった検査なのか、入院でやった検査なのか、

この中からはどの程度反映されているのか、よく分からなくて、これを参考に

どうしようというのかを考えるとちょっと思いつかないなという気がしたのです

が。 

まったく、そのとおりで、固定費をどのようにして考えていけばよいのか、

まだ全然分かっていないので、一応出しておいて、診療科代表者会議のと

きには固定費がまだ分析できていない、解析されていないことをことわって

います。この辺りがちょっとうまく解析できればいいんでしょうけれども、解析

されていないのが現状です。 

９ページの資料なんですが、これは平成２２年度の決算見込みで入院を

２４５人で見た推計値といいましたか。実際はもうちょっと良さそうな訳なんで

すね。 

おそらく、１月、２月、３月の患者数が今と同じような形で延びてくれれば、

もっと良くなる。ただ、単価の計算が予算ではちょっと少なく見積もっていま

す。元々予算では単価が４３，０００円くらいで、それも含めて大体とんとんか

なという見込みで考えています。 

資金収支の３７７万円ということですか。前のを蒸し返す訳ではないので

すが、１回目の評価委員会のときには資金収支のプラス予測を４億７，０００

万円と出していらっしゃって、４億５，０００万円でしたか。それから比べます

と随分つつましくなってしまったので。 

理由とすれば、元々の予測の患者数が２６７人程度と最初はなっていた

のが、現実的に稼動している数値に修正してきたので、何らつつましくなく、

ただ今後３か月でちょっとは数値が良くなると思います。 

このデータで救いは、４条収支でマイナスだということなんです。３条収支

ではちゃんとプラスを出しているので、病院事業としては、そんなに異常な

状態ではないということが言えるのではなかと思います。資本的収支の赤を

収益的収支で埋めることがどこまで可能なのかという目安を付けないとダメ

だと思います。 
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これはあくまでも単年度収支なので、単純に３条収益収支の４億５，０００

万円で資本収支の４億５，０００万円を埋めるということには経理的にはなら

ないと思いますね。４条の資本収支というのは、あくまで現金ベースですか

ら収入も支出も。この赤字をどのようにして処理されるのか、この辺が一番大

きな問題ではないかと思います。例えば、繰越利益剰余金が４億５，２００万

円以上あれば、それで処理できると思うのですが、ずっと今まで累積欠損金

だったでしょうから減価償却費を除いたとしても４億５，２００万円これを一借

で処理することは、地方公営企業法上、違法になると思います。資本収支

の赤字は何かの形で決算の際に説明しているのでしょうか。 

若干追加すると平成２５年度から、公営企業決算の仕組みが確か変わる

はずです。借入資本金を負債として計上しなければならないような形になり

ます。退職手当もちゃんと積まなければいけなくなる。この３条、４条に係る

処理の仕方も今までよりは、かなりシビアになるはずなので、下手すると違

法と判断される可能性すら出てくると思います。この辺りは国の方に聞かな

いと分からないと思うのですが、こういった決算が出せるのも、ひょっとしたら

この２年くらいかもしれないので、これはお考えの中に入れておいた方がい

いと思います。第１回目の評価委員会のときに見通しとしてかなり甘いんじ

ゃないかと厳しい意見が花田委員から出ていましたので、そういう意味では

実態に近くなってきたのかなと思います。検討委員会で出した必達目標を

何とかクリアしなきゃいけないんですが、３７７万円というのは、なんかちょっ

とあると吹き飛んでしまいそうな数字ですので、このところはもっと安心でき

ればよろしいんですけどね。１月辺りが終わったときに、もうちょっと安心でき

る状態になっていれば、よろしいのかなと思いますが。 

おそらく１月の収入を入れて修正できれば、もうちょっと良い数字が出ると

思いますが、最終的な３月の数字を狙いながら支出について厳密に考えて

いかなければならないのかなと思います。 

補正は当然お作りになるんですよね。できるのはいつ頃になりますか。 

いいえ、補正では対応いたしません。ただ、１月議会で補正して特別損

失の方に計上しました返還金の６，０００万円につきましては、未だ県の保険

課との調整がついておらず、もしかすると３月で間に合わない場合は、補正

で落として来年に回るかもしれません。 

リハビリの６，０００万円は入っていないんでしたか。じゃ先送りになるとこ

れに６，０００万円が加わる訳ですね。 

この資料１０の説明はいただいたんでしたでしょうか。これも見方がちょっ
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と分からなかったんですが、この一借の計と書いてある所が、単月の末の残

高ということですね。平成２２年度末が２０億円ちょっと超えるかもしれないと

いうことですね。 

実質収支と書いてある所がありますが、平準月以外でも結構▲が立って

いるんですが、先ほどの平準月で４，０００～５，０００万円の黒だという話とこ

れと合わないかなという気がするのですが、これについてご説明いただけま

せんか。 

先ほど言った収支の状況に関しては、あくまでも収入は現金の収入という

ことではなく、その中身は実際、診療報酬で稼いだ分ということになります

が、未収金などもありますので、すべてが入ってきているという訳ではなく、

要するに稼いだんですが、未収金などがあり全額入ってきていないために

▲が立っているということです。 

業務、処理の仕方が安定していれば、大体平準月の医業収益は一定値

に収束してくるのが普通で、この場合、ちょっとだぶつきが多すぎるような気

がします。一借があってそれが動いたりすると出納の関係でこうなってしまう

のかと思いますが、この状態だと、状況を正確に把握するのに数字がすっと

飛び込んでこないですね。できるだけ実態業務を推測できるような状況にな

らないと、資金繰りの予測を立てたり、支払計画を作ったりするのに見通し

が付きにくくなると思いますので、その所をご留意いただければと思いま

す。 

これに関してはよろしいですか。まあ良くはないんですけれど、いくしかな

いので。それでは、次に入ります。⑧から⑩、⑪も含めてご説明ください。 

まず、１１ページでございますけれども前回、委員会でも各委員の方々か

らご指摘をいただきました薬品のジェネリック化の推進について、平成１８年

度から取組状況を品目数と購入額別に取りまとめたものでございます。左の

表は品目数による使用率でございますが、微増しておりまして平成２２年１１

月末現在では１４．３パーセントの使用率となっております。また、右の表は

購入額から見た使用率ですが、こちらも１３．４７パーセントとなっています。

目標となる２０パーセントに向けまして事務を進めております。 

それから１２ページです。業務委託の一覧を掲載いたしました。１件１００

万円以上の業務の委託の契約方法及び平成１７年度から２１年度までの契

約金額の推移を一覧にしましたが、経営改革委員会、個別外部監査の報

告書等でも、再三、委託料の見直しを提言されております。当院としまして

も現在、業務内容、仕様書などの見直しや随意契約から競争入札への移
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行など、あらゆる角度からの見直しを検討しているところであります。契約業

務の詳細については、割愛させていただきます。 

１３ページに入ります。１３ページは法定福利費及び病院職員に係る退職

手当組合負担金についての一覧でございます。上の表は、共済組合、健

保厚生等、法定福利費としてくくられる費用の合計額を平成１７年度から年

度別に表したものでございます。年間４億５，０００万円前後で推移してござ

います。中段の表につきましては、当院の職種別の退職者数と退職手当金

の支給額を平成１８年度から年度別に表したものでございます。一番下の

表は、会計別の退職手当組合負担金と退職金の支給額を平成１８年度から

年度別に表したものでございます。ちなみに平成１８年度から平成２１年度

までの累計でいきますと、病院分の負担金と支給額との関係は、１，３００万

円ほど支給額が負担金を上回っている状況でございます。 

１４ページをお開きください。上段につきましては、退職手当組合負担金

の加入範囲と脱退の可否について触れております。制度的には市全体で

の加入・脱退が原則ということでご理解いただきたいと思います。私からの

説明は以上で終わりますが、 

以下⑩以降につきましては、メンタルヘルス科の見直しということでござい

ますが、再三、検討委員会等で議題に挙げられておりますが、当院としての

方向性が固まりましたので、当院の診療科長であります谷地森科長からご

説明いただきたいと思います。よろしいですか。 

メンタルヘルス科の谷地森といいます。メンタルヘルス科の外部監査の

報告で非常に赤字が出ているということと地域へのいわゆる配慮だったんで

すけれども、まず経営に関してなんですけども、繰入金というものが国から

の交付税と市からの精神病院運営費で、例えば平成２１年度であれば１，０

００万円あったんですけれども、一応それが国からの交付税が９，０００万

円、市からの運営費が２，０００万円という内訳になっています。あと経費とか

原価償却費がいくらかというのは、まだあんまり特定したような報告は出てい

ないので、そこの趣旨は病院としては何ともいえないところがあると思いま

す。 

精神科の状況として言えることは、外部監査に出た平成１９年、２０年、２１

年度。１９年、２０年は医師が一人の時で、外来を制限していたものであっ

て、外来数、新患数でいえば平成２０年度は外来が１６０人だったのが本年

度は７００人と４倍以上に外来の新患数が伸びていて、収益でも２億８００万

円だったのが約３億円と大きく増収しております。医師も平成２１年度、２２年
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度と二人、三人と増えてきて経営的には増収傾向にあると言えます。あと今

後の増収の見込みとしては、本年度の改定から診療報酬の改定がありまし

た精神科急性期治療病棟入院料というものを今年度から対応してまして、

今年度は４か月のみの運用だったんですが、来年度からは通年で算定して

更なる増収になるものと思っています。 

医療の状況としては、当院の、当科の特徴としてはここ１０年ほど社会的

入院というものを解消に努力しまして、社会的入院の患者さんはもう数年前

からゼロになりまして平均在院日数も今は５０日程度と県内でも最も短い在

院日数となっております。短いというのは要するに急性期で重症な人を入院

させて早く退院させるような医療をやっている訳ですけれども、十和田地区

の地域との関連ということで言えば、十和田市内には二つの大型の精神病

院があるんですけれども、いずれも満席型の病院で、ベット数で言えば当院

が９パーセントなんですけれども十和田市内の全入退院数の４５パーセント

が当院の９パーセントのベットの中で担っているという状況があります。特に

民間病院の方は主に高齢者とか認知症の方、病状の落ち着いた方を入退

院して診ている状況がありまして実際に今まさにうつ病で死にそうになって

いる人とか幻覚で妄想状態で興奮している人とか合併症のある人とか、そう

いうふうに今すぐ入院が必要な人の大半は、うちの病院の急性期の病棟で

診ている実情があり、病棟は本当に無くなれば必ず医療難民ができる状況

にありまして、９パーセントですけれども急性期の大半を診ているというような

医療の状況があります。病棟の必要としては、急性期、救急、合併症という

ものに対して他の病院では対応できないので当院の病棟が必要不可欠で

あると考えています。 

今までご説明いただいた資料について、ご意見をお願いいたします。 

このジェネリックの１４．３０パーセントというのは、もうちょっと、いきそうで

すね。うちの病院で１７パーセント近いくらい、まあそんなに威張れた数値で

はないですけど。 

もうすぐ薬審があって、できるだけそれにとにかく今年度中に２０パーセン

トこの次の薬審でまた 

外部監査報告書でもありましたけれど、薬品の種類が１，９００というのは

かなり多いと思うんですが、薬事審議会がありますよね。一つ採用すると在

来品を一つ削除するというようなことは、やられていると思うんですが。それ

にしても全体数が多いと思うので少し収縮させた方がよろしいかなと思いま

すけれども。いかがでしょうか。 
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今、委員長から薬事委員会のプラス１になるとマイナス１になるというお話

がありましたが、各診療科の協力で実際そのようにされていますか。その他

に新薬というのは、毎回採用されているのですか。 

あります。 

じゃ全体では、純増になるということですよね。 

全体的にはおそらく、プラス方向で努力していることと思います。 

このジェネリックに対する理解というのは、薬剤部もそうですが診療科の

先生方はよく理解されていますか。 

この委託費用ですね。これは改革検討委員会からずっとやり玉に挙がっ

ている項目なんですが、これについて外部監査報告書にもあったと思うの

ですが、現在病院側のこれに対する方針として何か具体的にやられている

ことはありますか。 

今ですね。平成２３年度に向けた契約について外部監査等で指摘された

例えば清掃等について全国平均とかなりの差があるという指摘がありました

ので、これを踏まえて改めて仕様書等を全面的に見直しをし早めに入札を

するということで事務を進めております。また、保守等についてもですね、今

まですべて代理店方式ということでございましたが、それをメーカー直結で

するとかですね、今そのように動いております。 

実際に色んなことが契約について分かりました。今までは仕様書の検討

もする時間もなくて、予算が動いたらすぐに契約しなければいけない。要す

るにお役所的な仕事の仕方がかなり支障をきたしているのだろうということが

分かってきて、一つの打開策とすれば今回、債務負担行為を議会の承認を

得てある程度２～３か月かけて交渉をしながら最終的な入札にあるいは随

契であってもかなり契約額を少なくするような形をとっております。もう一つ

分かったことは、仕様書の作り方が全然おかしかった。やはり人数で張り付

ける仕様書になっているのが一番大きな問題で、同じような仕様書で他の

色んな業者に見積をさせると、今の業者がちょっと高い値段が出てくるよう

な形になっているので、やはり仕様書をちゃんと見直していくということと思

いどおりにならない所もあるかもしれないけれど、もう少し時間をかけてやっ

ていく。あと業者をできるだけ広く拾い上げながら競争させながら委託の入

札あるいは随契に持っていくというような戦略を今、実際に１月ころから動き

始めています。 

次回の評価委員会のときに、この項目の交渉の結果が分かるように資料

を作っていただけませんか。それから薬価はどなたが交渉していますか。医
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師、医事課ですか。 

用度係です。 

差し支えなければ、何パーセントか教えていただけますか。 

言いたくなければ言わなくてもいいですけれども、言いにくい話ですから

ね。すぐ出なければいいです。次回のときに、そっと教えてください。 

色んな努力をして、この８億６，０００万円を目標値として、どこまで落とせ

そうなのかどうなのか。もう一つはトモセラピーで３，１００万円ある訳ですが

逆にトモセラピーの稼ぐ収益というのは、どれくらいあるのか。これに対して

３，１００万円プラス減価償却の分も含めて、個々の部分でトモセラピー自体

の入りと出がどうなのか。その辺の所を教えてください。 

まず、委託の目標額ということですけれども、前年度対比で約７，０００万

円くらいを目標にして今やっていますけれども、トモセラピーに関してはちょ

っと収入と経費の部分で、今ここでは分かりませんので、後でおしらせしま

す。 

要するにトータルで全部業務フローを見ていく訳なんですが、それを委

託することのメリットとそれの費用対効果、以前から選択と集中でということ

で、何度のこの経営改革検討委員会も含めて出ている中で、例えばこうい

った細かい中でトモセラピー自体を入れた、それに対して出るもの入るも

の、その辺の効果というものを精査した上で、根本的にそれ自体をどうする

のかという発想でいかないと中々１０パーセントカットだとか、その辺までい

けると思うのですが、大幅に減らすとかそういった部分にはなってこないと思

うので、こういったことも踏まえて業務全体の見直しということから入っていか

ないといけないのかなと常々考えていますし、色々言ってきた話なので、そ

の辺の所を明確に、ここの部分でも出してもらえるような形でお願いしたい

なと思っています。 

個人的な感想ですが、７，０００万円削減目標というのはかなり甘いのでは

ないのかなと思います。できますればこの倍、１億５，０００万円くらい、最低

でも１億円と踏んでいましたけれど。大雑把な数字なので、ご参考までにと

思います。 

あと、退職手当組合負担金についてですが、退職金が高く、病院で定年

を迎えられたと思います。今後でよろしいですが、事務職員については病

院にずっといるということはない訳ですので、こういう事態ですので病院で退

職を迎えないようにお願いできないかと思います。退職手当組合に入って

いるから関係ないという話になるんでしょうが、看護局の退職者がかなり多
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いなという印象があります。看護師の退職者を毎年簡単に補充できていま

すか。 

何とかできていますが、去年においては募集がかなり遅れてたので予想

外に少なかったです。 

今は患者さんが増えてきて喜んでいますが、退職者の多い時に、７対１を

維持できなくなりますよ。通年でカウントされますので後からボディーブロー

のように効いてきます。それから長期的な見通しとしてせめて１年分くらいの

看護師の需給見通しを立てられて、若年の退職者をできるだけ防ぐような対

策も必要だと思います。夜勤回数とか年休の消化というのは労働環境に密

接に結びついてきますので、そこの辺りもきちんと管理されればよろしいか

なと思います。 

今の質問の中に、先ほど医師と看護師の年休の件ですけれども、看護師

の年次の取得はですね、大体６．６日です。あと医師の時間外ですけれども

１か月当たりの時間数が平均５９．６時間ということです。管理者は時間外が

付きませんので、それ以外の方の時間数の平均でございます。 

まあ、平均的なところでしょうかね。あとは退職手当組合から抜ける訳に

はいかないことが判明しましたので、これはもう背負っていくしかない訳です

ね。先々退職者が 1 年に２０何人も出るような状況にはならないと思います

ので、その時に拠出金が過大になるときの対応を何か考えられないかどう

か、４億５，０００万円はかなりの額だと思います。 

精神科医の谷地森先生からお話があったんですが、これは外部監査報

告と絡んだ話なので、次の外部監査報告が終わった後に一括してご審議

いただくということでよろしいですか。 

それでは、次の個別外部監査報告結果について、確認しておきたい事

項がありましたらお願いいたします。 

監査報告書は、かなりきつい言い方になっているのですが、病院事業管

理者からこのことについて何か補足、言い分があるかと思いますのでご発言

をお願いいたします。 

おそらく、誤解を与えるような文言も少しあるものですから、その辺りはもう

少し分かりやすく表を付けて理解できるようなものを作って同じく公表したい

と思っています。ただ、一つ報告書の中で分かったのは、会計の処理につ

いて色々提案があったんですが、やはり会計、医事課の方の会計システム

と業務課の会計システムがまるっきり別個で動いているので、そこを一応あ

る程度きちんとまとめた会計担当という形でシステムを整えなければいけな
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いかなとは、これを見て問題として考えてそれに取り組んでおります。 

一つ聞いておきたいんですが、ここで指摘されている整備計画が変更さ

れたにもかかわらず、予算が高騰してしまったのはなぜなのかという素朴な

疑問があります。今言ってもしょうがない話ですが十和田市としてどう考えて

いるのか一度聞いておきたかったのですが、何かご意見がありましたらお願

いします。建設資材などは時価で動いていますので、色んな要素はあると

は思いますが、補足説明がありましたらお願いします。 

事務局の資料の中でいくつか、結局７．８億円増加している理由につい

ては別館の緩和ケア病床への変更、本館と廊下の感染対策上に、そこに埃

が溜まらないように変更したということ。そらからエントランスホールに長尺シ

ートを使用した。作り付け家具が多かった。建具の仕様変更、デサインを大

幅に変更したということを事務の方ではまとめておりますが、これを言いつけ

たのは私が変更した部分ですので、これほど増加してくるという話は聞いて

いなかったんですが、事務局としてはそういう説明でまとめております。 

そうですか。他に補足はありませんか。 

今の議論と関係なくていいですか。先ほど谷地森先生が言われたのは、

５６ページのメンタルヘルス科に対する意見だと思いますが、要するに１億

円の赤字に対して繰入金が３億円というけれども、先ほどの説明だと実際問

題として交付税は入ってきているし、市からの支援もある。そうすると、真水

はどれくらいになると考えているのですか。先生の説明だと１億１，０００万円

くらい実は普通交付税や、市の義務的負担だということですが、そうすると、

１億円の赤字というけれど、それは表面的には市からきていますが、元をた

だせば国からきた額をそのまま市が繰り出しているということでしょ。市はトン

ネルになっているだけですから、もし精神科を休診すると、その１億何千万

円は入ってこないし、ということを言いたかったと思います。しかし、この監査

報告を見ると、そういう仕組みがちょっと分かっていないのか、帳簿の監査と

してはいいのですが、医療の状況が分からないで書かれたのじゃないかな

という気がするので、その辺はもう少し再考された方がいいと思います。 

今、吉田先生がおっしゃったように５６ページの下から３行目に経済性の

追求という観点が欠落しているというふうな表現がありますが、この外部監査

そのものが全く収支、精神科部門を除いてですね、赤字黒字というふうな観

点からの評価で監査の視点が経営健全化の策定に当たっての評価だとお

っしゃっていますが、病院の場合はもちろん経済性の追求というのは当然

でありますが、同時に医療の提供体制の充実といいますか向上といいます
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か、そういう視点が絶対必要な訳でして、そういう意味ではなぜ精神科だけ

をここで収支を云々しているのか分かりません。やるのであれば他の診療科

もすべての収支を取り上げて評価すべきです。経済性の追求、医療の必要

性という視点が欠落しています。現時点で精神科の患者や精神科に対する

ニーズが、病院にはないのだというのであれば話は別ですけれども、先ほど

説明がありましたように外来につきましても他の病院でやっていないような認

知症だとか物忘れだとかもおやりになっていますし、入院につきましてもい

ろいろな急性期を中心とした患者が入っていると。何よりも、ここ２、３年で精

神科の医師が３人も充足しています。これは非常に大きな出来事だと思うん

ですね。例えば隣の八戸でも私の記憶ではまだ２人くらいしかいない。むつ

病院でも１人しかいないと、よその病院では非常にほしがっている精神科の

医師がこの病院では３人体制で入院、外来を賄っているということは、非常

に大きな、病院として、市としての財産だと思うんですね。もしこの精神病床

が半減したり、削減というふうになった場合、市としての医療政策が欠如して

いるというような批判を浴びるのではないかと考えております。それから皆さ

んのお手元には資料はないかもしれませんが、前に市からいただいた資料

で経営改革委員会の答申書というのが出されていますが、それを先般読ま

せていただきましたら、病院の果たすべき役割の明確化のところで、公立病

院だからこそできる医療を提供することが求められると、不採算であっても

必要不可欠な医療は何かということを検討しなければならない。ということ

と、この全適化に当たりまして経営改革検討委員会では精神科病棟につい

ては削減予定の３５床までとし、全適の対象外とする。精神医療は効率性に

はなじまないためであるという表現が経営改革検討委員会から出されており

ますが、ここでお聞きしたいのは、この全適の対象から精神科を外したという

ことですか。この委員会の答申を継いではいないですよね。精神科も含め

ての病院全体の全適ということでよろしいですね。ということは、この経営改

革検討委員会の答申に、この部分については、そのとおりやらなかったとい

うことでよろしいのですね。もう一度申し上げたいのは、精神科のさっき交付

税の話がありましたが、その分は当然、減額になりますが、いろいろお聞き

しましたら交付税相当額そのものはすべて市から病院にお出しになってい

ると。それに加えて２，０００万円程度の純粋な一般財源ですね、税金です

が、これを市が繰入れされている。非常に大きな市の理解といいますか、精

神医療に対してですね、でも交付税だって一般財源ですから市の何かの

事業に充ててもいい訳でして、そういう部分について市は交付税とさらに少
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し足りない部分は一般財源を追加しているということは非常に高く評価して

もいいと思います。これがイコール精神医療に対する十和田市の理解という

ふうにつながっていくのではないかと思います。今後とも精神医療につきま

しては、十和田市や近隣市町村からの急性期医療に対する対策、また上十

三保健所が非常にご努力されている、自殺対策ですね。いわゆる自殺意識

というのがこの圏域は非常に高いですね。各市町村、圏域全体からしてもで

すね。最近の細かい数字は分かりませんが、私の記憶では圏域の中でもか

なり下の悪い方に属しているはずです。ということはイコール、自殺患者、自

殺未遂の患者、それに伴う症状の悪化とか、それに対する対策も当然、十

和田市立中央病院が負わなければならないという義務や責任があると思い

ますので、やはり精神病棟につきましては入院、外来ともに、存続していく

必要があると思います。それから一般病床に入院している、あるいは外来に

来ている患者さんのうち精神科の医師を必要とする患者さんも結構、あるの

ではないかと思います。そういうニーズも考えての存続というのが必要でな

いかという気が、この外部監査と先ほどの説明を聞いて思いました。 

外部監査報告書は、資金不足比率が健全化法を超えたところから始まっ

た外部監査なので、こういった経営に偏った報告書になるのは、どうしても

仕方ないのだと思います。現実の現金の決済をどうするかという話になって

しまいますので。私がこの前聞いたのは、神奈川県では今４００床以上の大

規模総合病院で精神科の一般病床を持っている病院というのは一つもない

そうです。関西より西の方で救命救急センターを抱えている病院でやはり精

神科病床を持っている病院というのは一つもないそうです。問題になってい

るのは何かというと認知症を抱えて合併症をもっている疾患さんです。疾患

を抱えている人も普通の病気になりますから。そういう人たちを引き取る所が

ない。中小の精神病棟は今、精神科の入院基本料が病棟単位で区分され

ていますので、小規模の所は中々病棟単位でグレードの高いものに分化を

切り替えていくということが困難です。大きな病院の場合は、中途半端な１０

床から５０床ぐらいの病床を抱える所が病棟単位でそういうことをしていくこと

は難しく、経営上も不利なんですね。それで手放す所が出てきて、結果とし

て、そういう問題が出てきているということのようなんです。高齢化率の高い

所は認知症の高齢者も増えてくるので、もし精神病床を抱えるということであ

れば、それを逆手にとって合併症を積極的に治療していくというような戦略

もあるのかもしれない。特に高齢化率が高ければ、そういう需要が増えてき

ますので、最終的には病院がお決めになることですが、お考えいただけれ
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ばと思います。 

少しいいですか。県立の精神病院を抱えている立場から一言。精神科医

療の中に民間病院を取り込むというようなお話がここにも出ていますが、民

間の精神病院というのはほとんど患者をずっと抱えながら固定しているので

新患を取れる余裕はまったくない。国公立の精神科の病院というのは、どう

あるべきかというと、基本的には入院の在院期間を短くして外来化して、急

性期の人にも対応できるようにする。それから長期滞在患者さんは、できる

だけよそにお願いして、いわゆるフレッシュな患者さんに対して対応していく

というやり方が求められております。つくしが丘病院も、そういうことで改築の

時に長期の入院患者さんを全部よそにお願いして今、非常に在院期間を

短くして外来化をしています。その結果、単価も上がり、今年度は黒字にな

ってくる見通しです。さらに、障害福祉課の試算によりますと、実は十和田

市立中央病院の精神科の方がつくしが丘よりはるかに黒字幅が大きくて 

４，０００万～５，０００万円近くいくだろうという予測が出ています。そうすると

精神科を切ってしまうと１億５，０００万円くらいの収入を捨ててしまうことにな

りかねない。しかも、そういった経営状況というのは５ページの単価の所を見

たら分かると思いますが、精神科の外来がですね、ものすごく患者が増え

て、しかも、単価も上がっていますので、健全経営の方向に向かっているの

は明らかだと思います。少なくとも５６ページの件は忘れた方がいいのでは

ないかと思います。 

時間も迫ってまいりましたので、この辺りで打ち切らさせていただきます。

最後の項目ですが、病院事業健全化計画の方向性について検討に入りた

いと思います。事前に、十和田市長さんからお話ししたい旨の申出がありま

すので、ご発言いただきたいと思います。それでは、よろしくお願いいたしま

す。 

本日は、栗谷委員長先生はじめご両名の先生方には大変お忙しいとこ

ろご出席賜りましてありがとうございます。今、健全化計画を策定するに当た

ってということでございますが、先ほども出ていますとおり、私どもの病院は

先般、個別外部監査の報告を受け、それを広報等で市民にダイジェストで

はありますが周知してございます。そこで市民は一体この病院は、どうなる

んだろうと非常に不安というか関心を寄せて見ている、そういう段階ではな

いかなと思っております。先般この改善報告書を受け、現在、改革計画の

素案を策定している段階でございまして、その概要をお聞きしました。 

今後、４年間くらいだと思いますが、これからも企業債や元金も含めて償
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還する訳ですが、全額、市の方に出してもらいたい。それから病院の特例

債の方も、さらには基準内の繰出金もということで、ようやくこの先何とか息を

つくことができると。しかし、市として今後、果たしてここまで耐えることができ

るのだろうか。国等の動きの中で今後交付税がどうなるのか不透明な段階

で、非常に私も不安の気持ちがありました。そこで、この改善計画を策定す

る場合に大きく分けて二つほどあるかと思います。一つは過去の負債、これ

をどうするのか。それからあと一つはこれからどうするのか。この２点かと思い

ます。特に過去の負債は１５億５，０００万円くらいになろうかと思いますが、

先般の話合いの中ではとても過去の負債を消すような状況にはない。よっ

てこの負債については今後、市でもってやはりいずれかの時点で整理して

いかなければならないのではないのか。そういう気持ちを持っております。

例えば分割して少なくしていく方法もあるかと思いますし、また一括で消す

方法もあるかと思いますが、こうしたこともいずれ予算にも絡みますので議会

に提示しながら、その方向を決めていかなければならないかと思っておりま

す。当然のことながらそれを支出した段階で２０パーセントを切ることになりま

すので、今回のような法に基づいた改善計画という意味がなくなると思うん

ですが、過去の負債について私は今の段階ではそういうふうに思っておりま

す。そこで、今後でございます。基本的にこの病院として例えば、３条の話

がありました医業の部分でありますが、当然３条の部分で黒字にならなけれ

ば大きな問題で、そこでさらにできれば４条つまり企業債の２分の１、これは

ルールと申しますか、その２分の１も病院で持てるような、そういう病院を目

指してこれから改善計画に向けて取り組んでいかなければならないとそう思

っております。例えば何もベッド数だけではないと思いますが、一つの目安

として８割、私どもの方であれば２６０人、この数字を目指すための対策は一

体どうするのか、どうあればよいのか。現状は２５０人にちょっと切っています

が、現在そういう厳しい状況でありますが、それを２６０人に増やすために、

どういう手立てを講じていくのか、仮にそれに費用が必要であれば、それも

やむを得ないと思いますし、そういう目標に向かった改善計画と申します

か、それを私の方からも是非とも作っていただきたいなと思っております。し

かしながら、現実すぐにはいかないと思いますので、少なくとも平成２３年度

は企業債の分は市で持たざるを得ないような内容でございます。さらには健

全化までと申しますか、ある一定期間を区切りながら、市の職員の方にもこ

の病院を守るため、市民のためということで、ご協力を仰がなければならな

いと、そういうことも考えていかなければならないと思っております。いずれ
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にいたしましてもこれから鋭意、この専門家の方々からのご意見をお聞きし

ながら将来に向けた健全化に向けた抜本的な改善計画を策定していかな

ければならないし、また策定していだたきたいとそのように思っております。

詳しくは私の方からではないと思いますので、今の段階での計画について

の考え方を申し述べさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

今、市長さんから病院事業の運営に関する並々ならぬ努力のお話を伺

いましたが、過去の赤字をまず消さなければならないというお話でした。これ

は当然だと思いますが、ただそれはある意味、対症療法でありまして過去の

赤字が消えたから明日から病院が黒字になるかというと、やはり病院の構造

的な部分が改善されない限り、また新たな赤字が増えてくる、その繰り返し

になる訳ですね。いい例が、かつて旧自治省、今もやっていると思うのです

が総務省で不良債務の大きな全国の病院に対しまして不良債務を数年で

消して、そのために交付税を出すという施策を何回もやっているんですね。

ただ、それは過去の赤字は消せるのですが、新たな赤字がまた直ぐに各病

院とも、生じている訳ですよね。その繰り返しが今、どこの病院もある訳でし

て、その轍は踏むべきではない。ですから過去の赤字を消すということは必

要ですが、それと同時にやはり病院の各年度の健全化といいますか特に３

条での減価償却費を除いても結構ですが黒字化を目指して、収支のバラン

スをとることが絶対、病院の努力という面で必要であります。それと全適化が

スタートしたばかりですので、これから新年度の人事なり組織の異動がある

と思います。十和田市全体の医療政策ですね、これを市のどこかのセクショ

ンでおやりになっているのか、その医療政策の中に市立中央病院があると

いう位置づけになるのじゃないかと思うのです。全部、病院だけでやるという

ことでは、中々十和田市の体制が足りないのではないかと思うのです。です

から、やはり本庁にも医療対策をつかさどる組織が必要ではないかと思いま

す。これは何も病院の収支だけではなくて医師の確保とかその他医療や保

健に関するいろいろな政策が求められていますので、それをやる現場が病

院というふうなことになると思います。今は２月ですので、４月以降の組織化

に向けて少しお考えになったらいかがかなと思います。 

私は、前回拝見したときと比べて色々なデータが出てきましたけれど、皆

さんがよく頑張っておられることが、よく分かりました。商売というのは中々、

山を越えなければいけない峠は高いと思いますけれども、少なくとも、いい

方向に向かっているのは事実なのですが、これがどこかでフラットになるん

ですね。その所の頑張るだけ頑張っていって右肩上がりならいいのでしょう
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けども必ずフラットになりますと、その辺の見通しもあらかじめ持っておかれ

るということと、先ほど言い忘れましたけれども色んな加算がありますよね、あ

れを絶対取り忘れないというか、その辺のよその色んなコンサルもあります

けれどもそういういった所と色々やって、先ほどの地域支援もそうですけど、

そういった加算を、あれは設備も人も入れなくともできますので、そういった

ものをしっかり取っていくということが大事だと思っています。でもここまで頑

張っておられるご努力に私は敬意を表したいと思います。 

よろしいですか。私の方から、先ほど三浦先生からもお話がありましたが、

まさにそのとおりで地域医療の中で病院がどうかと。それにつきましては、今

担当部の方でもですね、対応を準備しておりますので、４月からそういった

形をきっちりと構築できるように準備を進めております。それから吉田先生の

言われたのもまさにそのとおりで加算の部分もそうですし、この中でも出てき

ましたような診療報酬のもれだとか、そういったことも含めて、やはりコンサル

ティング的な部分を専門家の意見もいただきながら、きっちりとした内容に、

構造改革といいますか病院自体の経営改革に取り組むということを準備し

た上で、先ほど市長が申し上げました形のものを確実に進めていきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

私の方からも、今お話しされた市長さんからの病院事業健全化計画の方

向性についてのお考えについて、深く敬意を表します。特に病院の過去の

借入金についてデフォルトを受け入れるということです。４条予算の半分と

いうのは、ちょうど公立病院特例債くらいの額に相当するのかなと思います

ので、資金収支が現在の状況のままだと何とか資金不足に陥らなくても済

むかもしれない。ただ余分なお金は、このままでは一切できませんので、現

実を厳しく直視されて、十和田市がここまで決断してくれたということに病院

は何らかの形で応えていただかないといけないと私は思いました。 

予定はこれで終わりましたが、もし追加があれば、よろしいでしょうか。ちょ

うど時間もきましたので、事務局の方から何か連絡事項等がありましたら、お

願いします。 

次回の会議の予定をお知らせしておきます。次回は５月ころを予定して

おりますが、日程調整につきましては後日、皆様にご予定を確認させてい

ただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それではよろしいでしょうか。第２回十和田市病院事業経営評価委員会

を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

（閉会 １１：５８） 


